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「民事裁判手続等ＩＴ化研究会報告書－民事裁判手続の

ＩＴ化の実現に向けて－」に対する意見書 
 

２０２０年（令和２年）６月１８日 
日本弁護士連合会 

 
民事裁判手続等ＩＴ化研究会（以下「研究会」という。）が２０１９年（令和元

年）１２月に公表した「民事裁判手続等ＩＴ化研究会報告書－民事裁判手続のＩＴ

化の実現に向けて－」（以下「研究会報告書」という。）に対して，当連合会は以下

のとおり意見を述べる。 
 
第１ はじめに 

１ 総論 
当連合会は，裁判所へのアクセスを拡充し，審理を充実させ，適正かつ迅速

な紛争解決を図るためには裁判手続等のＩＴ化が重要な課題の一つであると位

置付け，これを推進すべきであるとしてきた。研究会報告書も民事裁判手続の

ＩＴ化を推し進めようとするものであり，当連合会は，この基本的方向性に賛

意を表するものである。 
今後，民事訴訟法（以下「法」という。）の改正に向けて活発な議論が行われ

ることになろうが，当連合会としては，裁判手続等のＩＴ化を審理の充実，紛

争の適正・迅速な解決の手段と位置付ける以上，具体的な制度設計に当たって

は，裁判を受ける権利を後退させないのは当然のこと，裁判の公開，直接主義，

処分権主義等の民事裁判における諸原則との整合性を図るべきものと考える。

また，利用者が安心して裁判手続等を利用できるためには，情報セキュリティ

の確保（情報の機密性，完全性及び可用性の確保），プライバシーや営業秘密の

保護なども不可欠である。さらに，裁判手続等のＩＴ化は，それ自体を目的化

してはならないのであって，裁判所へのアクセスを拡充し，身近で利用しやす

い民事裁判を実現するための手段という視点も重要である。この視点からは，

ＩＴ機器を保有しない者やその取扱いに習熟しない者に配慮した手続や支援制

度の構築が求められるし，裁判所支部の統廃合など司法過疎を拡大する方向で

の議論は厳に慎まれるべきである。 
なお，裁判手続等のＩＴ化は，非弁活動の温床を生む危険性を秘めており，

このような弊害を生じさせない制度の設計も必要となる。 
当連合会は，研究会報告書のうち，以上に述べた観点から特に重要と思われ
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る論点を中心に意見を述べることとする。 
２ 継続的改善の必要性 

ＩＴ開発の進歩のスピードは速く，法改正を踏まえて導入される事件管理シ

ステムも早い時期に陳腐化する可能性がある。また，開発された事件管理シス

テムが，当初から完璧であることを期待するのは無理であろう。当事者や法曹

実務家にとって利用しやすい事件管理システムを開発，導入しようとするべき

であることは当然ではあるが，技術革新や実際に利用した者の意見を踏まえて，

不断の改善を図る必要がある。 
また，ＩＴ化を契機として，審理の充実，適正・迅速な紛争解決の観点から，

民事裁判手続等における審理の在り方を再検証し，その改善を図るとともに，

今後も運用等の改善を続けていくべきである。 
 
第２ オンライン申立ての義務化等 

第２ 総論 

 １ オンライン申立ての義務化等 

⑴ オンライン申立ての義務化 

     オンライン申立ての義務化については，以下のとおり【甲案】（オンライ

ン申立てを原則義務化する考え方），【乙案】（オンライン申立てを士業者に

限り義務化する考え方），【丙案】（オンライン申立ての利用を任意とする考

え方）の３つの考え方があるところ，まずは，法第１３２条の１０の規則

を制定するなどして【丙案】を実質的に実現し，その後，国民におけるＩ

Ｔの浸透度，本人サポートの充実，更には事件管理システム（※１）の利

用環境等の事情を考慮して，国民の司法アクセスが後退しないことを条件

として，【甲案】を実現することを目指しつつ，その過程において【乙案】

を実現することとしては，どうか。 

    ア 【甲案】（オンライン申立てを原則義務化する考え方） 

    ① 訴えの提起等裁判所に対する申立て等（書証の写しの提出を含む。）

のうち書面等をもってするものとされているものについては，電子情

報処理組織を用いてしなければならない。ただし，電子情報処理組織

を用いてすることができないやむを得ない事情があると認めるとき

は，この限りでない。 

    ② 上記①本文の場合において，電気通信回線の故障その他の事情によ

り電子情報処理組織を用いて申立て等をすることができないときは，
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【意見】 

市民の裁判を受ける権利を保障し，司法アクセスを確保するためには，電子

情報処理組織を用いた申立て（以下「オンライン申立て」という。）の義務化を

直ちに行うべきではなく，相当の期間は書面による申立てを併存させるべきで

ある。 

電磁的記録媒体の提出によりその申立て等をすることができる。 

    イ 【乙案】（オンライン申立てを士業者に限り義務化する考え方） 

   ① 訴えの提起等裁判所に対する申立て等（書証の写しの提出を含む。）

のうち書面等をもってするものとされているものについては，電子情

報処理組織を用いてすることができる。ただし，訴訟代理人（法第５

４条第１項ただし書に規定する訴訟代理人は除く。）がいるときは，電

子情報処理組織を用いてその申立て等をしなければならない（※２）。 

   ② 上記①ただし書の場合において，電気通信回線の故障その他の事情

により電子情報処理組織を用いて申立て等をすることができないとき

は，電磁的記録媒体の提出によりその申立て等をすることができる。 

   ウ 【丙案】（オンライン申立ての利用を任意とする考え方） 

     裁判所に対する申立て等（書証の写しの提出を含む。）のうち書面等を

もってするものとされているものについては，電子情報処理組織を用い

てすることができることとする（士業者も含めて義務化はしない。）（※

３）。 

    （※１）事件管理システムとは，裁判所において今後開発を予定しているシステムで，当

事者が外部からオンラインで接続でき，裁判所に提出すべき書面等をアップロード

する方法によって提出すること等を可能とするシステムである。電子化された訴訟

記録の管理や，ウェブ会議等を利用した期日の実現等についても，同システムを通

じて行うことを予定している。 

     （※２）訴訟代理人についても，オンライン申立ての義務化の例外を設けるかどうかに

ついては，引き続き検討する。 

（※３）具体的には，法第１３２条の１０の規則を制定するなどし，準備書面の提出，書

証の写しの提出等について，オンライン申立てを実現する。なお，オンライン申立て

の義務化の経過措置として位置付けられることから，オンライン申立ての適用対象

については，準備書面や書証に限らず，現在ファクシミリによる提出が認められてい

るものまで含むよう検討するものとする。 
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その上で，訴訟代理人にも障がい者等がいることを踏まえ，事件管理システ

ムの使いやすさや安定性・信頼性が確保されたこと， 研修やパイロット運用に

よって弁護士・司法書士等の士業者が事件管理システムに習熟したこと，事務

職員がオンライン申立て等に係る事務を行える制度が整備されたことを慎重に

見極めた上で，まずは訴訟代理人についてのみオンライン申立てを義務化すべ

きである。 
また，当事者本人を含む民事裁判手続等の利用者全体にオンライン申立てを

原則義務化することについては，裁判を受ける権利の保障，司法アクセスの確

保という観点からの慎重な検討が必要であり，書面による申立てを許容する例

外規定の整備，裁判所による適切な事件管理システム及び通信環境の構築，市

民におけるＩＴ機器の浸透，更に適切な担い手による充実したＩＴサポートの

全国的な展開が前提となって初めて認められるべきである。 
 
【理由】 

１ オンライン申立ての段階的な義務化の必要性 
訴訟記録の電子化は，迅速かつ効率的な争点整理への貢献，参照・検索・再

利用・交換等の容易さによる利用者及び裁判所内部における業務効率化，障が

い者の訴訟記録利用の容易化，運搬・管理コストの低減などをもたらすもので

あって，その意義は大きい。そして，オンライン申立ての導入自体は，上記の

訴訟記録の電子化を容易にするほか，申立ての手段を増やし，時間や場所の制

約が少ない中で申立てが可能となり，更に書面の印刷，提出，保管等のコスト

を削減する点で，利用者に大きなメリットがある。 
しかし，適切な担い手による充実したＩＴサポートを備えないままオンライ

ン申立てを義務化し，書面による申立てを認めないと，特に高齢者や経済的弱

者に多いと考えられるＩＴ機器を保有しない者，ＩＴに習熟していない者の裁

判を受ける権利を侵害し，司法アクセスを後退させるおそれがある（いわゆる

デジタル・ディバイド問題）。本人訴訟の割合が高い我が国では，その影響は重

大である（本人訴訟の割合が低い諸外国においてさえ，オンライン申立てを義

務化している国は少数にとどまるようである。）。また，２０１９年現在，我が

国の行政手続において全ての国民に対してオンライン手続を義務付けているも

のは見当たらず（研究会報告書１８頁注２参照），登記申請等における司法書士，

特許申請等における弁理士，税務申告等における税理士ですら，オンライン申

請等が義務付けられておらず，民事裁判手続等のオンライン申立ての原則義務

化の時期については，行政手続の動向も踏まえる必要がある。 
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前記のとおり，訴訟記録の電子化には意義があり，そのために提出された書

面を裁判所が電子データに変換し，訴訟記録を電子化することも考え得るが，

これが裁判所にとって相当の負担であることは否定し難い。そこで，市民によ

るオンライン申立てを普及させることとし，そのために使いやすさや安定性・

信頼性が確保された事件管理システムの導入，オンライン申立てに対する手続

費用の低額化等の施策を実施することは検討に値するが，性急に義務化を進め

ることで，ＩＴ機器の非保有者，ＩＴの非習熟者の裁判を受ける権利を侵害す

ることがあってはならない。また，安易に義務化の範囲を広げると，操作性，

安定性及び信頼性に優れたシステムを開発して利用率を向上させようというイ

ンセンティブが働かず，利用者に不便や不満を強いるおそれがある。 
したがって，オンライン申立ての義務化は段階的に導入する必要があり，民

事裁判手続等において，直ちにオンライン申立てに一本化するのではなく，当

初はオンライン申立てと書面申立てを併存させるべきである。 
２ 訴訟代理人に対するオンライン申立ての義務化について 

訴訟代理人（法第５４条第１項ただし書に規定する訴訟代理人を除く。以下

同じ。）については，現行法下で２０２１年に予定されているフェーズ３の先行

実施を通じてオンライン申立てに習熟する機会があるし，ウェブ会議の操作と

比べてオンライン申立ての操作は比較的容易であると想定されるから，士業者

につき直ちにオンライン申立てを義務化しても支障はないとの意見も考えられ

ないではない。 
しかし，士業者の中にも，障がい者や高齢者などＩＴ機器の利用やＩＴの習

熟が困難な者がいるし，そのような者でなくても，フェーズ３の先行実施で用

いられるシステムが法改正後の事件管理システムと同じものとは限らないから，

フェーズ３の先行実施を通じて法改正後の事件管理システムに習熟するとはい

い難い。 
諸外国の例を見ても，韓国ではいまだ訴訟代理人に対しオンライン申立てが

義務化されておらず，アメリカ合衆国（連邦と州の一部），フランス，シンガポ

ールなど訴訟代理人についてオンライン申立てが義務化された国でも，導入当

初から義務化されたわけではなく，書面申立てとオンライン申立ての併存時期

やパイロットシステムでの運用を経て義務化に移行している。税務や登記等の

他士業におけるオンライン申請等についても義務化がなされていないことは，

前述のとおりである。 
したがって，士業者にオンライン申立てを義務付けるとしても，当初は書面

による申立てを認め，障がい者等である訴訟代理人も対応できるシステムが構
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築され，システムの使いやすさや安定性・信頼性が確保され，研修やパイロッ

ト運用によって士業者が制度やシステムに習熟したことを慎重に見極めた上で，

義務化するべきである。 
その際，書証のサイズが大きく，電子化が困難などオンライン申立てを利用

できないケースも考え得るので，書面申立てを認める例外規定（要件・記録化

の在り方等）は十分に検討を行うべきである。 
３ 訴訟当事者に対するオンライン申立ての義務化について 

民事裁判手続等では，争点が複雑多岐にわたり，多数の主張書面，書証等を

提出することが少なくないが，このような事件ではスマートフォン等の携帯端

末のみで訴訟行為を行うのは困難である。情報通信白書によると，２０１８年

のパソコン保有率は７４．０％（近年，漸減傾向にある。），タブレット型端末

保有率は４０．１％にとどまっており 1，適切なＩＴ機器を保有しない者が少

なからず存在し，将来的にもこれらの者の比率が極めて低くなるとは限らない

のであるから，本人訴訟も含めてオンライン申立てを原則義務化することには

慎重な対応が必要である。仮に訴訟代理人を選任しない者にオンライン申立て

を義務化する場合には，国民の裁判を受ける権利を侵害し，司法アクセスを後

退させることがないよう，書面による申立てを許容する例外規定が整備され，

裁判所による適切な事件管理システム及び通信環境が構築され，市民にＩＴ機

器か浸透し，更に適切な担い手による充実したＩＴサポートの内容が具体的に

示され，それが全国レベルで展開されることが前提となる。 
適切な担い手については，当連合会の２０１９年（令和元年）９月１２日付

け「民事裁判手続のＩＴ化における本人サポートに関する基本方針」で明らか

にしたとおり，国がその責任と費用負担において裁判を受ける権利を侵害する

ような状況を除去するのは当然のことであるから，国は十分なサポート体制の

構築や必要な支援を行う必要がある。そして，当連合会も，最高裁判所，法務

省，法テラスなどの関係機関とともに，具体的なＩＴサポートを検討し，国民

の裁判を受ける権利の保障や司法アクセスを後退させない体制をとる必要があ

る。 
 
第３ 濫用的な訴えを防止する方策 

                                            
1 総務省『令和元年版情報通信白書』２５２頁。なお，保有者がすなわち習熟者とは限らないから，保有率だ

けをメルクマールにして義務化を決定するのは危険である。 

 ２ 濫用的な訴えを防止するための方策 
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【意見】 

訴訟上の救助が憲法第３２条の裁判を受ける権利を実質的に保障する重要な制

度であることを踏まえ，濫用的な訴えを防止するための方策を導入すべき立法事

実の有無が慎重に確認されるべきである。これを踏まえて，立法目的の合理性，

手段の合理性・相当性（代替手段の有無等）が判断されなければならないが，前

記の重要性に鑑み，その導入は慎重に検討されるべきである。 
 
【理由】 

１ 慎重検討の必要性 
研究会報告書では，濫訴防止の方策として，訴訟上の救助の申立てをする者

に，一定期間内に訴訟上の救助の申立が却下された回数の届出義務を課すとと

もに，当該者が一定期間内に最高裁規則で定める回数を超えて訴訟上の救助の

申立てが却下された者である場合には，最高裁判所で定める額（数百円から１

０００円程度）の金銭の納付義務を課すこととしている。 

   濫用的な訴えを防止するための方策として，以下のような規律を設けるこ

とについて，引き続き検討することとしてはどうか。 

⑴  訴えの提起に係る訴訟救助の申立てをするには，当該訴えを提起する裁

判所において，一定期間内に，訴えの提起に係る訴訟救助の申立てが却下

された回数を届け出なければならない。 

⑵ 訴えの提起に係る訴訟救助の申立てをした者が，上記⑴の届出をしない

ときは，裁判所は，当該申立てを却下することができる。 

⑶ 訴えの提起に係る訴訟救助の申立てをする者が，同一の裁判所において，

上記⑴の一定期間内に最高裁規則で定める回数（例えば１年間に５回，１

０回など）を超えて訴えの提起に係る訴訟救助の申立てを却下された者で

ある場合には，最高裁規則で定める額（数百円から１０００円程度）の金

銭を納付しなければならない。 

⑷ 訴訟救助の申立てを認容する裁判が確定した場合には，裁判所は，上記

⑶で納付された金銭を返還しなければならない。 

⑸ 上記⑷に掲げる場合以外の場合には，裁判所は，上記⑶で納付された金

銭をもって，当該申立てに係る訴えの提起の手数料に充てることができる。 

⑹ 訴訟救助の申立てをした者が上記⑴の回数について虚偽の届出をしたと

きは，過料に処する。 
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しかし，訴訟上の救助は，憲法第３２条の裁判を受ける権利を実質的に保障

するため，訴訟費用を納める資力が十分ではない当事者についても訴訟制度の

利用を困難ならしめないために設けられた重要な制度である。 
前記の金銭納付義務を課すことは，訴訟上の救助の利用に対する制約を課す

るものであり，たとえ少額ではあっても，資力に乏しい者にとっては裁判を受

ける権利の保障が狭められる結果となりかねない。それゆえ，このような制限

を認めるべき立法事実，立法目的の合理性，手段の合理性・相当性（代替手段

の有無等）を慎重に検討する必要がある。 
２ 立法事実の確認の必要性 

この点，研究会では，立法事実に関する具体的資料は提出されていない。濫

訴や濫救助申立ての有無，件数，程度，それが与える影響等の実情が示されない

状態で，立法事実を確認することは不可能であり，立法目的の合理性も判断し

得ない。制度導入の是非を検討する前提として，濫訴であることが明白である

事案の情報など，立法事実に関する具体的な資料の提供が必要不可欠というべ

きである。 
研究会報告書は，訴訟救助の申立てが却下された回数を基準にして，最高裁

判所規則で定める回数を超えて却下された場合に，金銭の納付を義務付ける提

案をしている。 
この考え方は，訴訟救助の申立ての却下回数が多いことをもって濫訴の徴表

と捉えるものと考えられるが，これで確認できるのは，訴訟救助の申立てに理

由がなかったという事実に過ぎず，それをもって訴えそのものが濫用的であっ

たことに直ちに結び付くものではない。却下回数と濫訴の関係や濫訴防止効果

の有無についても，十分に検討する必要がある。 
 

第４ システム送達 

第４ 送達等 

 １ システム送達 

   送達について，従来の送達方法に加えて，次のとおり，裁判所の設けるオ

ンラインシステムによる簡易な送達方法（以下「システム送達」という。）を

設けることとしては，どうか。 

   ⑴ 裁判所において，システム送達が行われる場合における通知を受けるべ

き電子メール等のアドレス（以下「通知アドレス」という。）を登録する

制度（事前登録制度）を設ける（※）。 
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【意見】 

従来の送達方法に加えて，裁判所の設けるオンラインシステムによる簡易な送

達方法（以下「システム送達」という。）を導入することに賛成する。 
なお，いわゆる氏名冒用訴訟を防止するため，事件管理システムの利用登録に

際しては，安全かつ確実な本人確認の方法を検討すべきである。 
 
【理由】 

１ システム送達について 
システム送達は，裁判所における送達事務の効率化のみならず，送達された

書面の早期把握，電子データの再利用等の点で受送達者にとっても利便性が高

く，これを導入する必要性は高い。しかし，前記のとおり，ＩＴ機器の使用が

困難な者やＩＴに習熟しない者が存在する以上，全ての送達書面をシステム送

達で送達するべきではなく，システム送達の利用を登録又は届出をした当事者

に対する送達に限定するべきである（訴状については，事前登録をした者に限

られる。）。 
２ 事件管理システム登録時における本人確認の方法（研究会報告書４６頁注７

関係） 
被告へのなりすましを防止するためには，事件管理システムの利用登録時の

本人確認を確実に行うことが重要である。今後，民事裁判手続等のＩＴ化の一

環として登録又は届出手続もオンライン化が必要となると考えられることから，

対面による本人確認方法だけでなく，オンラインによる本人確認方法について

も，確実な方法を検討していく必要がある。 
 

第５ 送達の効力発生時期―いわゆる「みなし送達」について  

    （※）登録の範囲については，引き続き検討するが，当面の間は，個人は対象としな

い。 

⑵ 裁判所書記官は，送達をすべき書面を事件管理システムにアップロード

し，送達を受けるべき者にその旨を通知アドレスに宛てて通知することに

より送達をすることができる。 

⑶ 上記⑵による送達は，当事者が，上記⑴の登録をしている場合又は訴訟

係属後に通知アドレスを届け出た場合に限り，することができる。 
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【意見】 
  送達の効力について，受送達者が事件管理システムにアクセスして送達すべき

書面を閲覧した時に生じることには賛成する。 
ただし，「みなし送達」の効力を認める書面については，送達の効果が受送達者

の権利や法的地位に重大な影響を及ぼすものであって，かつ，当事者が将来の送

達を予見できないようなものを含めるべきはない。このような書面は，電子メー

ルの発信後一定期間の経過後に従来の書面による送達を行うべきである。 
 
【理由】 

１ 「みなし送達」の必要性及び電子メールの信頼性の限界 
システム送達による場合，受送達者が事件管理システムにアクセスしないこ

ともあり得るから，一定の条件の下で，受送達者が送達書面を閲覧し，もって

送達がなされたものとみなす規定（以下「みなし規定」という。）を設ける必要

がある。 
しかし，送達書面が事件管理システムにアップロードされた旨を電子メール

で通知し，その電子メールを発信した日を起算日として，一定期間の経過後に

閲覧をしたものとみなすことは，技術的観点から疑問がある。電子メールは，

必ず到達するとは限らず，その信頼性は必ずしも高くないし，サーバ等の状態

のいかんによって，発信から受信者の電子メールサーバに到達するまでに数日

間を要することがあるからである。 
したがって，受送達者の手続保障の観点からは，発信した日ではなく，受信

した日をもって送達の効果を発生させる必要があるが，他方で，技術的に電子

メールの到達の有無やその到達時刻を裁判所書記官が確認するのは困難であり，

ときにはそれが不可能なこともある。 
 ２ 「みなし送達」の対象とすべきでないもの 

⑷ 上記⑵による送達は，送達を受けるべき者が，事件管理システムにアッ

プロードされた送達をすべき書面を閲覧した時にその効力が生ずる。ただ

し，送達を受けるべき者が，上記⑵の通知が発出された日から一定期間（例

えば７日）経過する日までに閲覧しないときは，その日が経過した時に閲

覧したものとみなす（※）。 

 （※）後段のいわゆる「みなし送達」の規律を設けることによる懸念点の解消策につ

いては，引き続き検討する。 
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以上のとおり電子メールの信頼性に限界があることを考慮すれば，少なくと

も訴状，決定などその法的効果が受送達者の権利や法的地位に重大な影響を及

ぼすものであって，かつ，当事者が将来の送達を予見できないようなものは，

みなし規定の対象とするのではなく，発信日から一定期間を経過した場合には，

従来どおりの書面による送達を行うべきである。 
そして，通知を受けるべき電子メールアドレスを事前に登録した者といえど

も，その管理が不十分で，訴状等の送達を見過ごすことがあり得る。それを本

人の責任に帰するのは酷であるから，このような者に対しても，書面による送

達を行うこととするべきである。 
 裁判の審理の過程で当事者が将来の送達を予見できるものについては，電子

メールの着信を確認できないときに裁判所に問い合わせて送達書類のアップ

ロードの有無を確認できるから，これらはシステム送達の対象として差し支え

ない。しかし，予見が不可能ないし困難なものについては，このような行動を

とることができず，仮に電子メールの受信に気付いたとしても，一定期間（例

えば７日）のうち残された期間内でこれに対する適切な対応を取り得ないこと

もあり得る。したがって，受送達者の権利や法的地位に重大な影響を及ぼす書

面のうち，当事者に送達の予見性を欠くものは，みなし送達の対象から外すべ

きである。 
なお，システム送達を試みた場合に受送達者の閲覧を確認できないときは，

裁判所書記官が電話等で閲覧を促す等の運用をするのが望ましい。 
 
第６ 訴え提起時におけるシステム送達の特則 

２ 訴え提起時におけるシステム送達の特則 

   訴状の送達について，次のとおりシステム送達の特則を設けることについ

て，引き続き検討することとしてはどうか。 

  ⑴ 原告は，被告の通知アドレスが登録されていない場合であっても，訴え

の提起の際に，裁判所書記官に対し，システム送達の方法により被告に訴

状の送達をすることを求める旨の申出をすることができる。この場合にお

いて，原告は，被告の１又は２以上の電子メール等のアドレス（事件管理

システムに対応するものに限る。）を提供しなければならない（※）。 

   （※）前段のシステム送達の特則を用いる旨の申出については，弁護士・司法書士等

の訴訟代理人に限るとすることについても，引き続き検討する。 

⑵ 上記⑴の場合において，裁判所書記官は，⑴に規定する電子メール等の
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【意見】 

訴え提起時におけるシステム送達の特則を設けることに反対する。 

 
【理由】 

訴え提起時におけるシステム送達の特則は，訴状の送達につきシステム送達の

利用範囲を拡大し，もって従来の送達によるコストを回避する効果が期待できる。 
しかし，当該アドレスに発信した電子メールが本人に着信するとは限らないし，

複数のアドレスの保有者が常日頃全部を確認しない（昔に作ったアドレスは利用

せず放置しがちである。），迷惑メールや多数の電子メールに紛れて削除するとい

った事態も予想され，前記特則の実効性には限界がある。また，予期せぬ第三者

が裁判所の発信した電子メールを閲読し，プライバシー，営業秘密の侵害につな

がる可能性もある。さらに，（利用登録時における本人確認の厳格さにもよるが）

裁判所に対して被告のアドレスとして原告又はその配下の者のアドレスを届け出

て，裁判所から送信された電子メールに基づきあたかも被告本人であるかのよう

に事件管理システムへの登録を行い，あらかじめ取得した被告本人の身分証明書

を利用して裁判所の本人確認をかいくぐって不正に被告敗訴の債務名義を取得す

る，クラッキング（不正侵入）によって被告本人のパソコン等を操作することで，

アドレスに対し，次に掲げる事項を通知するものとする。 

ア 原告が，被告を相手方として訴えを提起したこと。 

イ 上記アの原告が提出した訴状の電子データが事件管理システムにアッ

プロードされていること。 

ウ システム送達の方法により当該訴状の送達を受けることを希望すると

きは，事件管理システムの利用登録をした後に，これを利用して当該訴

状の閲覧をすることができる旨 

エ その他最高裁規則で定める事項 

⑶ 被告が，（本人確認及びその真意の確認をした上で，）事件管理システム

の利用登録をし，事件管理システムから当該事件の訴状を閲覧した時に，

送達の効力が生ずる。 

⑷ この特則による訴状の送達については，前記１⑷ただし書（みなし送達）

の規定は適用しない。 

⑸ 上記⑵の通知が発出された日から一定期間（３日，５日，７日など）経

過するまでの間に上記⑶の閲覧がされないときは，裁判所書記官は，シス

テム送達以外の方法による送達を行うものとする。 
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同様の債務名義を取得するなど，訴訟詐欺につながるおそれがある。加えて，裁

判所をかたった電子メールの送信によって架空請求を行う者が現れるなど，前記

特則が消費者被害の誘発，拡大につながる危険性が高い。 
したがって，訴え提起時におけるシステム送達の特則は設けるべきではない。 
なお，研究会では，原告に，被告本人のアドレスであることの疎明を求める方

法が検討されたが，その疎明は難しいと考えられる。電子メールやＳＭＳの交信

記録などでは，「誰かと通信した」ということは分かり得ても，その当事者が被告

であるとは限らない。結局，原告が確実に被告本人のものと確認するのは困難で

あり，裁判所がそれに依拠してシステム送達を行うことには問題が多い。 
 

第７ 特別な訴訟手続 

第６ 特別な訴訟手続  

   ＩＴツールを十分に活用して計画的かつ適正迅速に紛争を解決するため，

次のような訴訟手続の特則を設けることについて，引き続き検討することと

しては，どうか。   

 １ 要件等 

【甲案】 

  ⑴ 地方裁判所においては，特別な訴訟手続による審理及び裁判を求めるこ

とができる。 

  ⑵ 特別な訴訟手続による審理及び裁判を求める旨の申述は，訴えの提起の

際にしなければならない。 

  【乙案】 

  ⑴ 地方裁判所においては，当事者の共同の申立てがあるときは，特別な訴

訟手続による審理及び裁判を行うことができる。 

  ⑵ 上記⑴の共同の申立ては，第１回口頭弁論期日（※）までにしなければ

ならない。 

（※）第１回口頭弁論期日の前に弁論準備手続に付した場合には，第１回弁論準備

手続期日とし，書面による準備手続に付した場合には，第１回目の書面の提出

期限までとすることが考えられる。以下同様とする。 

 ２ 反訴の禁止 

   特別な訴訟手続においては，反訴を提起することができない。ただし，反

訴についても特別な訴訟手続により審理及び裁判を求める旨の申述があり，

反訴が本訴の第１回口頭弁論期日までに提起された場合には，この限りでは
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ない（※）。 

  （※）上記のただし書は｢１｣において【甲案】を採用した場合の規律であり，｢１｣

で【乙案】を採用した場合には，「ただし，第１回口頭弁論期日までに反訴につ

いて前記１⑴の当事者の共同の申立てがあった場合には，この限りではない。」

とすることが考えられる。 

 ３ 審理期間 

   特別な訴訟手続においては，特別の事情がある場合を除き，第１回口頭弁

論期日から６か月以内に審理を終結しなければならない。 

 ４ 主張の提出の方法等 

   特別な訴訟手続においては，当事者が提出することができる主張書面の通

数は，それぞれ３通までとする。ただし，裁判所は，当事者から申出があっ

たときは，当事者双方と協議をし，審理の現状その他の事情を踏まえて，当

事者が提出することのできる主張書面の通数を４通以上とすることができ

る。 

 ５ 証拠調べの制限 

  ⑴ 証拠調べの請求は証明すべき事実の立証に必要な証拠を厳選して，これ

をしなければならない。 

  ⑵ 証拠調べは，即時に取り調べることができる証拠に限りすることができ

る。 

 ６ 通常の手続への移行（※） 

  ⑴ 被告は，第１回口頭弁論期日の終了に至るまで，訴訟を通常の手続に移

行させる旨の申述をすることができる。 

  ⑵ 訴訟は，上記⑴の申述があった時に，通常の手続に移行する。 

（※）本文の規律は｢１｣において【甲案】を採用した場合のものであり，【乙案】

を採用する場合には不要となる。 

  ⑶ 次に掲げる場合には，裁判所は，訴訟を通常の手続により審理及び裁判

をする旨の決定をしなければならない（※）。 

   ア 当事者の一方又は双方に訴訟代理人がないとき。 

   イ 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の

呼出しをすることができないとき。 

   ウ 特別な訴訟手続により審理及び裁判をするのを相当でないと認めると

き。 

   （※）当事者の双方が通常の手続に移行させる旨の申述をした場合に通常の手続に

移行するものとするか否かについては，引き続き検討する。 
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【意見】 

研究会報告書が提案する特別な訴訟手続（以下「本件特別手続」という。）には

賛成できない。 
 
【理由】 

１ 立法事実及び立法目的 
民事第一審訴訟（過払金等以外）の平均審理期間は，２０００年当時８．９

月であり，２００７年，２００８年には８．１月にまで短縮した。しかし，そ

の後は長期化傾向が続いて２０１５年には９．３か月に達し，２０１６年に８．

  ⑷ 上記⑶の決定に対しては，不服を申し立てることができない。 

   ⑸ 訴訟が通常の手続に移行したときは，特別の訴訟手続のため既に指定し

た期日は，通常の手続のために指定したものとみなす。 

７ 特別な訴訟手続への移行 

  裁判所は，通常の手続により審理を行っている場合においても，審理の現

状等に鑑み，相当と認め，かつ，当事者双方が特別な訴訟手続によることに

同意したときは，特別な訴訟手続により審理を行うことができる（※）。た

だし，当事者の一方又は双方に訴訟代理人がない場合は，この限りでない。 

  （※）通常の手続から特別な訴訟手続への移行に関しては，第１回口頭弁論期日

が終了するまでという限定を付すことも考えられる。 

 ８ 不服申立ての方法 

  ⑴ 控訴の禁止 

特別な訴訟手続の終局判決に対しては，控訴をすることができない。 

  ⑵ 異議 

ア 特別な訴訟手続の終局判決に対しては，判決書の送達を受けた日から

２週間の不変期間内に，その判決をした裁判所に異議を申し立てること

ができる。ただし，その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。 

イ 法第３５８条から第３６０条までの規定は，アの異議について準用す

る。 

  ⑶ 異議後の審理及び裁判 

適法な異議があったときは，訴訟は，口頭弁論の終結前の程度に復する。

この場合においては，通常の手続により審理及び裁判をする。 
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８月に復したが，依然として短期間で裁判が終了する状況にはない 2。そして，

法曹が迅速な裁判を目指すことは重要であるし，今後もそのための不断の努力

が欠かせないことは言うまでもないから，前記の事実をもとに迅速化のための

立法政策を検討することには問題がない。 
２ 手段の合理性 

   迅速化のための手段として研究会報告書が掲げる本件特別手続が合理的かと

いうと，疑問を禁じ得ない。まず，訴訟係属の当初，訴訟代理人は，相手方当

事者の反論の内容を十分に把握していないことが多いから，その時点で攻撃防

御方法を制限したり，その提出期限に限界を定めたりすることには躊躇するの

が通常である（委任事務の懈怠，弁護士倫理の違反が生じかねない。）。したが

って，訴訟代理人が新たな訴訟手続の特則を申述し，又は異議を申し出ないの

は，当初から互いに訴訟資料を十分に持ち合わせていると確信を抱く事件に限

られ，この手続が利用されることはまれであろう。 
そして，両当事者が初回の期日から６か月以内に訴訟の終了を目指す場合に

は，裁判所の適切な訴訟指揮の下，この手続によらずして訴訟を終了させるこ

とは可能であるし，当事者の予測可能性を高めたいのであれば，訴訟手続の計

画的進行を図ったり（法第１４７条の２参照），審理の計画を定めたり（法第１

４７条の３）することが可能であるから，あえて新しい特則手続を設ける必要

性に乏しい。 
   もちろん，研究会報告書の提案は，従来の審理方式を否定するのではなく，

これに加えて新たな審理方式を創設しようとするにすぎないから，僅かでもそ

の利用者がいる限り，制度創設には意義があるという見解が成り立たないわけ

ではない。 
しかし，準備書面の通数制限，証拠方法の制限，反訴の制限などは，公正か

つ適正な裁判を受ける権利を保障する憲法第３２条に抵触しないかが問題とな

る上，ラフジャスティスを招く危険性を拭えず，民事訴訟制度に対する信頼を

損ねかねない。また，本件特別手続を開始したものの，途中で予見し得なかっ

た事態が生じた場合にも，一旦本件特別手続を選択した以上，通常の手続にお

ける審理を受け得ないというのでは，当事者の手続保障が不十分である。した

がって，各当事者が通常の訴訟手続の審理を希望したときは，通常の訴訟手続

に戻る権限を付与する必要があるが，その選択がなされたときは，結局，同じ

裁判所において改めて通常の訴訟手続による審理を続けることになるから，か

                                            
2 「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書（第８回）」「Ⅱ 地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況

及び実情」２０頁図５。 
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えって審理の長期化を招くことになりかねない。 
このように見てくると，訴訟の迅速化を目的として本件特別手続を創設して

も，その利用により迅速化に資する事件はごく僅かであり，その目的にふさわ

しい効果が得られる可能性は低いように思われる。迅速化のためには，むしろ

裁判官の増員等を始めとする人的物的基盤拡充・整備，証拠及び情報収集手段

の拡充，民事裁判における運用の改善などが重要である。 
 
第８ 弁論準備手続 

 
【意見】 

研究会報告書が提案するウェブ会議等による弁論準備手続期日の要件に賛成す

る。 
争点整理手続は，現行法どおり，公開で行われる準備的口頭弁論，非公開で行

われる弁論準備手続及び書面による準備手続とすべきである。 
 
【理由】 

１ 弁論準備手続の改正 
 ウェブ会議等を利用すると，必ずしも一か所に集まらないと争点整理ができ

ないものではないし，当事者が現実に出頭するかウェブで出頭するかは，裁判

所や相手方当事者に主張・争点を理解させ，あるいは不明点を明らかにするた

めに出頭した方がよいかなどの観点で，各当事者の判断に任せれば足りる。裁

判所としても，争点整理のために現実の出頭を求める必要があるか否かで決す

ればよいのであって，遠隔地という要件で一律に出頭の要否を決する必要はな

い。また，ウェブ会議で，当事者が同時に訴訟に関する行為を行えるのであれ

第７ 争点整理 
 １ 弁論準備手続 

   法第１７０条第３項を次のとおり改めることとしては，どうか。 

   裁判所は，相当と認めるときは，当事者の意見を聴いて，最高裁規則（※）

で定めるところにより，裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に

通話をすることができる方法によって，弁論準備手続の期日における手続を

行うことができる。（同項ただし書は削除する。） 

（※）最高裁規則では，ウェブ会議の接続先の条件のほか，ウェブ会議等を行うに当た

り必要な細則を定めるものとする。 
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ば，当事者のいずれか一方が裁判所に出頭する必要もない。 
よって，法第１７０条第３項本文の「遠隔の地に居住しているとき」という

要件を削除するべきであり，また，同項ただし書「当事者の一方がその期日に

出頭した場合に限る」という制限も廃止するべきである。 
なお，弁論準備手続が公開を要しない手続であること，非弁護士活動を防ぐ

観点から，当事者の所在場所等については，最高裁規則で明確に定めるべきで

ある。また，当事者及び代理人が期日に出頭し，弁論権を行使するのは当然の

権利であるから，ウェブ会議等による弁論準備手続期日が立法化された後も，

裁判所は，従前と同様に出頭を求める当事者の出頭を拒まない運用を続けるべ

きである。 
２ 争点整理手続の一本化 

 準備的口頭弁論は，公開の手続で行われる点で，争点整理手続の他の２者と

異なる。そして，公開法廷で争点整理を行うことは，当事者にとって大きな意

義を持つことがあるから，これを存続させるべきである。 
もっとも，準備的口頭弁論でなく口頭弁論で争点整理を行うことも可能であ

るが，争点整理のための準備的口頭弁論が終了したときは，その後の攻撃防御

方法の提出に説明責任が課せられる点で（法第１６７条），口頭弁論とは規律を

異にする。したがって，公開法廷で行う争点整理手続として，口頭弁論とは別

に準備的口頭弁論を残すことに意味がある。 
 他方，弁論準備手続と書面による準備手続については，いずれも非公開の手

続である点で共通し，一方当事者の現実の出頭を要しないとの規律にすれば，

両者の統合に大きな支障はない。そして，現在書面による準備手続が利用され

る場合として多いのが，在監者が提起した民事訴訟であるが，在監者がウェブ

会議を利用できるようにすれば，更に両者を残す必要性は少なくなる。 
しかし，両者ではなし得る訴訟行為に差異があるし，争点整理手続の選択肢

は多い方がよいと思われるので，あえて書面による準備手続を廃止するまでの

必要はない。 
 
第９ 書証 

第８ 書証 

１ 電子データの証拠調べ 

電子データ（電磁的記録）の証拠調べについて，次のような規律を設ける

こととしては，どうか。 
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【意見】 
  研究会報告書が提案する電子データの証拠調べ及び書証の提出等の方法に関す

電子データを取り調べることができることとし，その証拠調べについては

書証に関する規定を準用する。 

 ２ 書証の提出等の方法 

   書証の提出等の方法について，次のような規律を設けることとしては，ど

うか。 

⑴ 規則第１４３条第１項を次のとおり改める。 

  文書の提出又は送付は，原本，正本又は認証のある謄本（以下「原本等」

という。）でしなければならない。ただし，書証の申出をするに当たり，次

に掲げる場合を除き，事件管理システムにアップロードされた書証の電子

データをもって原本等に代えることができる。 

 ア 原本の存在又は成立に争いがある場合 

    イ 相手方に異議がある場合 

⑵ 規則第１３７条を次のとおり改める。 

ア 文書を提出して書証の申出をする者が事件管理システムを利用するこ

とができる者であるときは，当該申出をする時までに，事件管理システ

ムに書証の電子データをアップロードする方法により提出しなければな

らない。 

イ 上記アの場合において，書証の申出をする者は，その写し一通（当該

文書を送付すべき相手方の数が２以上であるときは，その数の通数）を

裁判所に提出しなければならない。ただし，相手方に書証の写しを直送

した場合は，この限りでない。 

ウ 相手方が通知アドレスを登録又は届出をした者である場合には，上記

イの規定を適用しない。この場合において，裁判所書記官は，相手方に

対し，事件管理システムを通じて書証の電子データが提出された旨を通

知するものとする。 

エ 文書を提出して書証の申出をする者が上記アに掲げる以外の者である

ときは，当該申出をする時までに，書証の写しを裁判所に提出しなけれ

ばならない。 

    （※）「エ」の方法により書証の写しを提出する者の範囲については，オンライン申

立ての一本化（義務化）の例外の範囲と同一になるものと考えられる。 

オ 上記イ及びウの規定は，上記エの場合に準用する。 



20 
 

る規律に基本的に賛成する。 

  しかし，電子データを証拠方法とする証拠調べの規律については，電子データ

の内容が多種多様であり，電子データの多様性や特質により適合した規律を構想

することも考えられる。また，書証の手続における電子データの活用の規律につ

いても，研究会報告書が提案するものに限られるわけではない。したがって，い

ずれについても，より手続の適正・安定を保ちながら電子データを活用する規律

を引き続き慎重に検討すべきである。 
 
【理由】 

１ 電子データを証拠方法とする証拠調べの規律 
(1) 研究会報告書における提案とその評価 

電子データを取り調べることができることとし，その証拠調べについては，

書証に関する規定を準用することが提案されている。この提案には，以下の

とおり，合理性を認めることができるが，電子データの多様性や特質により

適合した規律を構想することも考えられるので，慎重に検討するべきである。 
(2) 電子データの内容 

電子データは，コンピュータ内にあるか，コンピュータに取り込める形に

なったデータであるが，そのデータが示す内容は，文章，地図，設計図，デ

ザイン，図面，写真，映像等，可視化することにより人が見読して意味を理

解することができる場合も，プログラム，コンピュータの稼働の過程で自動

生成されるログ情報等，特別な技能を有さない限り可視化しても人が見読し

て意味を理解することができない場合もある。また，電子データの内容は，

別の観点から見れば，文章，設計図，映画等，人の思想等を表現するもので

ある場合も，ドライブレコーダーによる記録映像，ＣＴスキャン画像等，人

の思想等を表現するものではない場合もある。 
(3) 電子データの証拠調べの規律の在り方 

前記のとおり，電子データの内容は多種多様であり，その性質上，証明力

の判断が特に困難な場合も考えられるので，電子データを証拠方法とする証

拠調べについては，現行法が用意している証拠調べ（証人尋問，当事者尋問，

鑑定，書証及び検証）の規律とは全く異なる新たな規律を構想することも考

えられる。しかし，現実的に証拠方法となる電子データの多くは，電子契約，

電子メール，電子文書等，文字を利用して人の思想等を表現したものである

と考えられ，有体物と無体物の違いはあるものの，文書と共通する性質を有

する。そして，そうした電子データを可視化することで，それが表現する人
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の思想等を理解することができる場合には，書証に関する規定を準用して電

子データを取り調べることは合理的である。 
もっとも，前述のとおり，電子データの中には，可視化により誰でもその

意味を理解できるものの，人の思想等を表現していないものも含まれ，また，

裁判所における設備の限界により，裁判所では可視化することがそもそもで

きないものも存在する。これらのうち，前者は，有体物と無体物の違いはあ

るものの，準文書（法第２３１条）に近い性質を有するため，準文書と同様

に，書証に関する規定を準用して取り調べることは合理的である。他方，後

者は，裁判所の設備では可視化できない以上，書証に関する規定を準用して

取り調べることにはなじまないが，その場合でも，検証の対象にはなり得る

ため，制度的には証拠調べができないわけではない。以上のとおり，電子デ

ータの証拠調べについては，多くの場合，書証に関する規定を準用して取り

調べることは合理的であり，そのような準用による取調べになじまない場合

でも，検証による証拠調べが排斥されるわけではないため，研究会報告書の

提案には合理性がある。 
しかし，前述のとおり，電子データの内容は多種多様であるところ，研究

会報告書の提案は，電子データのうち現実的に証拠方法となりやすいものに

ついて既存の書証の規定の準用で済ませ，それになじまないものは検証に委

ねるという便宜的なものである（なお，書証の規定の準用の際に生じる疑問

については，後の解釈・運用に解決が委ねられることとなるため，この提案

が法的安定性に欠けることも否めない。）。結果としてそのような処理が現実

的となる可能性は否定できないが，電子データの特質により適合した規律を

構想することも考えられるので，より手続の適正・安定を保ちながら電子デ

ータを活用する規律を，引き続き慎重に検討するべきである（特に，生まれ

ながらの電子データの証拠調べにおけるメタデータ等の提出の取扱いについ

ては，十分な検討がなされるべきである。）。 
２ 書証の手続における電子データの活用の規律 

文書の電子化が進みつつあるとはいえ，現在の書証の手続において，文書の

原本の取調べが重要なことに変わりはない。そして，謄写技術の進展に伴い，

原本に代えて写しを取り調べる機会も増えてきているものの，真実発見の観点

から，今後も原本の取調べを保障する必要がある。 
とはいえ，原本の取調べに当たり，原本を持参し，逐一これを閲読して取り

調べることが手間であることは否定できず，この点でＩＴを活用する意義は大

きい。そこで，挙証者（事件管理システムの利用登録者に限られる。）が電子的
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に用意した文書の写しを，証拠の申出が行われる期日の前に事件管理システム

にアップロードして提出し，期日において，このアップロードされた電子デー

タの取調べを求める場合において，原本の存在及び成立に争いがなく，かつ相

手方に異議がなく裁判所も相当と認めるときは，当該電子データをもってする

証拠の申出を認め，その取調べをもって，原本を取り調べたものと扱えるとす

るべきである。なぜなら，このような場合であれば，挙証者の立証手段を制約

することも，相手方当事者の手続保障に不足を来すことも，そして，裁判所の

適正な心証形成を妨げることもないと評価できるからである。 
もっとも，上記と同様の評価ができる書証の手続における電子データの活用

の規律は，研究会報告書が提案するものに限られるわけではないため，より手

続の適正・安定を保ちながら電子データを活用する規律を，引き続き慎重に検

討するべきである。 
 
第１０ 証人尋問等 

 
【意見】 

 研究会報告書が提案するウェブ会議等を利用した証人尋問の要件に賛成する。 

第９ 証人尋問等 

 １ ウェブ会議等を利用した証人尋問の要件等 

  ⑴ 要件 

    法第２０４条各号を次のとおり改めることとしては，どうか。 

   １号 証人が遠隔の地に居住していること，証人の年齢若しくは心身の状

態その他の事情により受訴裁判所に出頭することが困難であると認め

られる場合であって，相当と認めるとき。 

   ２号 （同略） 

   ３号 （ウェブ会議等を利用した証人尋問をすることについて）当事者に

異議がない場合であって，相当と認めるとき。 

  ⑵ 証人の所在場所等 

     法第２０４条に次の規律を加えることとしては，どうか。 

      （法第２０４条のウェブ会議等を利用した証人尋問をする場合には）証

人は，適正な尋問を行うことができる場所（通信環境が整備され，かつ，

不当な第三者による影響を排除することができる場所）として最高裁規則

で定める地に所在しなければならない。 
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  証人の所在場所等を規律することには賛成する。しかし，証人の所在場所は，

不当な第三者による証人への影響が排除され，裁判官の訴訟指揮権や法廷警察権

が及ぶものとしなければならない。 
また，ウェブ会議等を利用した証人尋問を行う場合に，一部の当事者のみが証

人と同じ場所に所在することの可否については，裁判所の裁量的判断に委ねるの

ではなく，原則としてこれを禁じた上で，他の当事者が同意した場合で，かつ，

裁判所が相当と認めるときに限り，これを認めるものとすべきである。 
 
【理由】 

１ 要件について 
(1) 法第２０４条の立法趣旨  

法第２０４条は，遠隔の地に居住する証人の負担を軽減することや，通信

技術の進歩の結果，映像と音声を通じて相手の表情などを認識しながら遠隔

の地にいる者同士のやり取りが可能となったことを考慮して，１９９６年（平

成８年）改正で新設された条項である（２００７年（平成１９年）改正でい

わゆるビデオリンク方式による尋問の可能な場合が拡張された。）。 
研究会報告書は，ＩＴの革新的な発展により，隔地者間においても臨場感

あるやり取りが可能となりつつあることに鑑み，証人尋問においてウェブ会

議を利用することを念頭に，利用を認める要件と証人の所在場所等を緩和す

ることを企図している。 
映像と音声の送受信により，相手の状態を相互に確認しながら隔地者間で

のやり取りを可能とするＩＴ利用の利点を民事裁判手続等においてもできる

限り享受しようという発想に立てば，要件等を緩和してその適用範囲を拡大

する方向での立法が志向されることになろう。 
(2) 直接主義の例外 

    しかしながら，証人の証言は，受訴裁判所の面前で行うのが原則である。

これは，裁判所が，証人の証言を証言態度，雰囲気を含めて直接面前で体感

することによって適切に心証形成し，そのまま判断に反映することが可能と

なる結果，適正な判決がなされることが期待できるからである。当事者にと

っても，証人と直接相対して尋問を行うこと，特に反対尋問を行う機会を確

保することが手続保障として重要である。 
前述のとおり１９９６年改正では法第２０４条が新設されたが，この条項

では，映像と音声の送受信による通話の方法による証人尋問を認める場合を

限定列挙としている。これは前記の点に照らし，裁判所や当事者が証人と直
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接相対しない形での尋問が許容される場合を例外的・制限的なものと位置付

けたからにほかならず，その原則は今後も堅持されるべきである。 
(3) 結論 

以上を踏まえて検討すると，まず，受訴裁判所に出頭したくないなど証人

の主観的事情による不出頭を排除するため，ウェブ会議等を利用した証人尋

問の要件については，法第２０４条第１号の規定に「証人の年齢若しくは心

身の状態その他の事情により受訴裁判所に出頭することが困難であると認め

られる場合であって，相当と認めるとき。」を加えることにとどめるべきであ

る。 
また，当事者が受訴裁判所に直接出頭して尋問する機会を放棄し，かつ，

裁判所もウェブ尋問等を行うことが相当であると判断した場合には，法廷に

おける尋問を強いる必要はないから，現行法第２０４条に第３号として「（ウ

ェブ尋問等をすることについて）当事者に異議がない場合であって，相当と

認めるとき。」を加えるべきである。 
２ 証人の所在場所等について 

   ウェブ会議等を利用した証人尋問を行う場合の証人の所在場所については，

証人尋問が民事訴訟における重要な手続であり，証人から真実の証言を得るた

めに，厳粛な雰囲気を確保できる場所で実施されるべきである。また，判決内

容の適正を確保するという公益的見地から，証人に対する不当な第三者による

影響を排除し，裁判長による訴訟指揮権やいわゆる法廷警察権を適切に行使で

きるなど，厳格な秩序維持を保ち得る場所であることが求められる。 
   研究会報告書も，前記の問題意識，とりわけ，不当な第三者による影響を排

除する観点から，「適正な尋問を行うことができる場所（通信環境が整備され，

かつ，不当な第三者による影響を排除することができる場所）」という限定を加

えており，その限りにおいては評価できる。 
しかし，仮にこのような限定を満たす場所が裁判所以外に存在するにしても，

研究会では，当該場所の管理者の管理権限と裁判長の訴訟指揮権，法廷警察権

との関係が十分に検討されておらず，今後，更にこれらを検討し，秩序維持の

実効性を確保する規律にする必要がある。 
なお，ウェブ会議等による証人尋問を行う場合において，一部の当事者のみ

が証人と同じ場所に所在することの可否については，裁判所の裁量的判断に委

ねるのではなく，原則として禁じた上で，他の当事者が同意した場合で，かつ，

裁判所が相当と認めるときに限り，これを認めるものとするべきである。証人

と直接相対するのが一部の当事者のみであった場合には，意図的か否かにかか
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わらず，その当事者から一定の影響を受けるおそれがあることは否定できない

からである。 
 
第１１ 和解 
２ 和解 
  ⑶ 簡易裁判所の訴訟手続における和解に代わる決定の制度（法第２７５条

の２）と同様の制度を簡易裁判所の訴訟手続以外の訴訟手続にも導入するこ

ととし，法第２６５条を次のとおり改めることについて，引き続き検討する

こととしては，どうか。 
   ア 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は，相当と認めるときは，

当事者に異議がない場合に限り，当事者双方のために衡平に考慮し，一

切の事情を考慮して，職権で，事件の解決のため必要な和解条項を定め

る決定（以下「和解に代わる決定」という。）をすることができる。 

   イ 和解に代わる決定に対しては，当事者は，その決定の告知を受けた日

から２週間の不変期間内に，受訴裁判所に異議を申し立てることができ

る。 

ウ 上記イの期間内に異議の申立てがあったときは，和解に代わる決定は，

その効力を失う。 

エ 受訴裁判所は，上記イの異議申立てが不適法であると認めるときは，

これを却下しなければならない。 

オ 上記イの期間内に異議の申立てがないときは，和解に代わる決定は，

裁判上の和解と同一の効力を有する。 

カ 当事者が，和解に代わる決定に服する旨の共同の申出をしたときは，

上記イの規定は，適用しない。 

   キ 上記カの共同の申出は，書面でしなければならない。 

   ク 当事者は，和解に代わる決定の告知前に限り，上記カの共同の申出を

撤回することができる。この場合においては，相手方の同意を得ること

を要しない。 

   ⑷ （⑶の簡易裁判所における和解に代わる決定の制度と同様の制度を簡易

裁判所の訴訟手続以外の訴訟手続にも導入することとした場合に，）法第２

７５条の２を削除することについて，引き続き検討することしてはどうか。 

 
 
【意見】 
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研究会報告書が提案する「簡易裁判所の訴訟手続における和解に代わる決定の

制度（法第２７５条の２）と同様の制度」の導入に，反対する。 

 
【理由】 

１ 現行制度と新制度との相違点 
現行の簡易裁判所の訴訟手続における和解に代わる決定の制度（法第２７５

条の２）は，対象事件を簡易裁判所の金銭の支払を目的とする訴えに限定し，

和解内容についても，被告が口頭弁論において原告の主張を争わず，その他何

らの防御方法も提出しない場合において，裁判所が被告の資力その他の事情を

考慮して相当と認め，原告の意見を聴くことを要件とした上で，分割払等を内

容とする和解に代わる決定をすることに限定している。 
これに対し，研究会報告書の「簡易裁判所の訴訟手続における和解に代わる

決定の制度（法第２７５条の２）と同様の制度」を簡易裁判所の訴訟手続以外

の訴訟手続にも導入する研究会報告書の提案（以下「新制度」という。）は，対

象事件及び和解内容に何ら制限を設けないものであって，両者には違いがある。 
２ 立法事実の不存在 

簡易裁判所の管轄とされている少額の金銭支払請求訴訟においては，被告は

若干の不満があっても事実を争わず，分割払や支払期限の猶予による和解を希

望することも多く，原告も強制執行は請求金額に比して負担が大きいので，任

意の履行を期待して分割払等の和解に応じることが多い。それにもかかわらず，

遠隔地に居住する被告は少額事件の解決のために裁判所に出頭しないことも少

なくないため，被告が口頭弁論期日に欠席したまま裁判所が機動的に和解を成

立させることができるよう，簡易裁判所ならではのかかる実情を踏まえて新設

されたのが現行の制度である。 
しかし，新制度導入の提案理由に示されたケース（当事者間において和解の

ための協議が行われ，相互に歩み寄りが見られたが，和解の合意が成立するま

でには至らない場合）は，確かに実務上あり得るものではあるが，そのために

法制度を設けるに足りる程の件数があるのか，その立法事実は明らかでない。 
３ 新制度の内容上の問題点 

新制度は，対象事件や当該決定の時期や和解内容について何ら制限を設けて

いない。そのため，訴訟のどの段階で，どのような内容の和解に代わる決定を

するのかについては，結局のところ，裁判所の裁量に委ねられることになるが，

このように広範な職権の行使を裁判所に許すことは次のとおり問題が多い。 
第一に，新制度によると，裁判所は，当事者が求める訴訟物を超えて和解に
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代わる決定をすることも可能となってしまうが，訴訟において当事者が裁判所

に判断を求めているのは，実体的権利関係の存否であり，既判力を有する判断

であって，訴訟物や要件事実を超えたより広い範囲での紛争解決を図ることは，

本質的に当事者の役割である。新制度は，こうした訴訟という紛争解決過程に

おける当事者と裁判所の本質的な役割を損ねるおそれがある。仮に，裁判所の

心証を知る，あるいは，当事者本人の説得という実務上の便宜があったとして

も，それは従前どおり裁判所が和解案を示すなどの方法で行うべきである。 
また，当事者は，裁判所の結論だけでなく，そこに至る理由をも含めた判断

を仰ぐことに期待を有しているにもかかわらず，新制度では，裁判所が判断を

示すことは要求していないため，当事者は裁判所の判断を聴く機会を一方的に

奪われてしまいかねない。 
このような制度では，民事訴訟の大原則である当事者主義や処分権主義，ひ

いては当事者の裁判を受ける権利をも侵しかねない。 
第二に，新制度を使えば，裁判所は，理由を示した判断をする必要がなくな

ることから，厳格な事実認定がおろそかにされたまま和解が進められたり，裁

判所が事件処理を進めるため，又は判決理由を示すことを回避するための手段

としてこの制度を濫用し，和解に代わる決定が乱発されたりするおそれもある。 
もっとも，裁判所がこの決定をする際には，当事者の意見を聴いた上，異議

がない場合に限る旨の規定をおくことが想定されており，決定に対して当事者

は異議を申し立て，その効力を失わせることもできるとされているため，前記

のような心配はないようにも思える。 
しかし，本人訴訟の当事者が法律の専門家である裁判所に異議を申し立てる

ことは容易ではなく，むしろ裁判所の決定には従わざるを得ないと思い込んで

しまいがちである。また，異議を申し立てたとしても，同じ受訴裁判所が以後

の訴訟手続を担うことになっているため，当事者は当該決定よりも不利な判決

をされることを恐れて，異議の申立てをしづらく，当事者の多くは決定を受け

入れざるを得なくなる。 
 ４ 新制度を導入せずとも不都合は存在しないこと  

本提案中に示されたようなケースでは，現行法の下でも，民事調停法第１７

条の調停に代わる決定を利用することはでき，実際上の不都合はないことから

すれば，問題点や疑念が多く指摘される本制度をあえて設ける必要性はない。 
 
第１２ 口頭弁論の公開 
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【意見】 

 司法に対する国民の理解の増進，裁判に対する市民の監視及び最高裁判所裁判

官の国民審査の実質化を図るため，訴訟関係者のプライバシーや営業秘密に配慮

しつつ，下級審に先行して最高裁判所の弁論期日をインターネットで配信するこ

との検討を開始すべきである。 
 
【理由】 

１ 裁判の公開原則 
憲法第８２条第１項は，裁判の公開原則を定めており，裁判の公正を確保す

るため，対審及び判決という裁判の中核をなす過程の公開を定めるものであり，

憲法第３２条の裁判を受ける権利の保障には，公開裁判の保障が含まれている

ものと解されている。そして，裁判の公開は，当事者公開だけではなく広く一

般に公開することを意味しており，誰もが裁判を傍聴することができる傍聴の

自由が含まれる。もっとも，法廷に設けられる傍聴席数などの物理的制約から，

傍聴人の人数が制限されているし，裁判長は，法廷における秩序を維持するた

め必要と認めるときは，傍聴席に相応する数の傍聴券を発行し，その所持者に

限り傍聴を許す措置をとることができるものとされている（昭和２７年９月１

日最高裁判所規則第２１号・裁判所傍聴規則第１条第１号）。 
２ 口頭弁論期日のウェブ中継の導入 

しかし，民事裁判手続がＩＴ化され，ウェブ会議を通じて口頭弁論期日に当

事者が参加できるようになれば，各地の裁判所の法廷にウェブ会議を実施する

ための機器が設置されるようになるから，裁判所のウェブサイトなどインター

ネット上で裁判を傍聴すること（ウェブ中継）も可能になるはずである。ウェ

ブ中継を実施すれば，傍聴席の数などの物理的障害はなくなることになり，国

民に広く傍聴の機会を与えることができるようになる。裁判の公開の在り方と

して，法廷での傍聴に加えて，テレビ中継やウェブ中継をすることは，現行法

の下においても許容されており，裁判の公正を確保するという公開原則の趣旨

から望ましい。国民が民事司法をより身近に感じ，親しみを持つ効果も期待で

きる。 
この点，研究会報告書は，裁判で明らかにされることもある当事者のプライ

第 13 口頭弁論の公開 

   口頭弁論の公開については，現実の法廷のみで行うこととし，ウェブ中継

などを認めたり禁止したりする規律は設けないこととしては，どうか。 
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バシー等がインターネット上で不特定多数の者に知れ渡ることは我が国の国民

感情からしても直ちに受け入れ難いように思われるとして，「口頭弁論の公開

については，現実の法廷のみで行うこととし，ウェブ中継などを認めたり禁止

したりする規律は設けない」としている。 
確かに，民事裁判の多くは訴訟当事者及び関係者（以下「訴訟関係者等」と

いう。）のプライバシーに関わる情報が含まれており，インターネットが発達し

た現在，訴訟関係者等が知られたくないプライバシー等がソーシャル・ネット

ワーキング・サービス（ＳＮＳ）を通じて拡散され，ウェブ中継による裁判の

公開が訴訟関係者等の名誉やプライバシーを侵害する危険性も生じ得る。当事

者が民事裁判の利用をためらうことがないよう配慮されなければならない（市

民的及び政治的権利に関する国際規約第１４条参照）から，訴訟関係者等の私

生活の利益等を害する場合には，ウェブ中継を実施するべきではない。 
他方，司法に対する国民の理解の増進，裁判に対する市民の監視の観点から

は，ウェブ中継のニーズがあると思われる訴訟類型，例えば，議員定数不均衡

訴訟や原発訴訟などのいわゆる「政策形成訴訟」，住民訴訟その他の社会的関心

が高く傍聴券の発行がされる訴訟などでは，訴訟関係者等の名誉やプライバシ

ーに配慮する上でウェブ中継が実施されることによる利点は大きい。 
さらに，最高裁判所裁判官の国民審査制の機能が十分に果たされる前提とし

て，移動の時間や費用をかけずに，国民が最高裁判所の口頭弁論期日における

審理を傍聴する機会を設けることは重要である。 
このように，司法に対する国民の理解の増進，裁判に対する市民の監視及び

最高裁判所裁判官の国民審査の実質化を図るため，訴訟関係者等のプライバシ

ーや営業秘密に配慮しつつ（具体的には，両当事者が同意し，裁判所が相当と

認める場合に実施することが考えられる。もっとも，国や地方公共団体を被告

とする訴訟においては国等の同意を原則不要とすべきであろうが，これらは今

後検討されるべき課題である。），下級審に先行して最高裁判所の口頭弁論期日

をインターネットで配信することから，まずは検討を開始すべきである。 
 
第１３ 通常抗告の即時抗告化 

第 15 上訴，再審，手形・小切手訴訟 

２ 通常抗告の即時抗告化 

法第３編第３章（抗告）について，次のとおり規律を改めることとしては，

どうか（なお，⑵については，引き続き検討する。）。 
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【意見】 

通常抗告を即時抗告に一本化することに賛成する。ただし，即時抗告の期間は

２週間とすべきである。 
  

  ⑴ 通常抗告と即時抗告とに分かれている現行法の規律を改め，即時抗告に

一本化する（法第３２８条関係）。 

  ⑵ 即時抗告の期間（法第３３２条関係） 

  【甲案】即時抗告の期間については，２週間とする。 

  【乙案】現行法を維持する（１週間とする。）。 

  ⑶ 即時抗告は，執行停止の効力を有するものとする（法第３３４条第１項

関係）。 

  ⑷ 即時抗告を認める現行法の各規定については，次のとおり規定を改める

（その余の規定については維持をする。）。 

   ア 法第２１条 

     移送の決定に対しては，即時抗告をすることができる。 

   イ 法第２５条第５項 

     削除する。 

   ウ 法第９２条第４項 

     法第９２条第３項の申立てについての裁判に対しては，即時抗告をす

ることができる。 

   エ 法第２１４条第４項 

     削除する。 

   オ 法第２８７条第２項 

     削除する。 

   カ 法第２９５条ただし書 

     削除する。 

   キ 法第３１６条第２項 

     削除する。 

   ク 法第３４７条 

     法第３４５条第２項及び前条（法第３４６条）第１項の決定に対して

は，即時抗告をすることができる。 

   ケ 法第３９４条第２項 

     削除する。 
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【理由】 
１ 総論 

   法は，決定に対する不服申立てとして通常抗告と即時抗告の２種類を規定し

ているが，両者は，抗告期間の定めの有無と自動的執行停止効の有無に違いが

ある。前者について，通常抗告には抗告期間に関する定めがなく，原裁判の取

消しを求める利益がある限り何時でも申立てができるが，即時抗告は裁判の告

知を受けた日から１週間の不変期間内にしなければならない（法第３３２条）。

後者について，即時抗告には執行停止効が認められているが（法第３３４条第

１項），通常抗告では執行停止は抗告裁判所の裁量にとどまる（同第２項）。 
 このように，法は２つの抗告方法を規定しているものの，２つの方法を認め

る理由については，沿革的なものも含め必ずしも明らかではない。また，個々

の決定事項の不服申立てがいずれによるのかも，解釈に委ねられており，必ず

しも区別の基準は明確でない。そのため，１９９６年（平成８年）法改正の際

も，一本化論，通常抗告廃止論等が議論されたが，実現には至らなかった。 
２ 他の民事手続法制定，改正の状況 

 他の民事手続法の改正に際し，不服申立てを独立的決定に対するものと付随

的決定に対するものに区別する構想が進められ，１９７９年（昭和５４年）の

民事執行法制定では執行抗告という新たな不服申立てが導入された。 
また，民事再生法（１９９９年），会社更生法（２００２年），破産法（２０

０４年）といった一連の倒産法改正に際しては，付随的決定に対する不服申立

ては即時抗告のみに統一され，通常抗告は認められなかった。 
２０１１年（平成２３年）の非訟事件手続法・家事事件手続法制定に際して

も，付随的決定に対する不服申立てについて，法律関係の早期安定・簡易迅速

な紛争解決の要請から通常抗告を廃止し，即時抗告に一本化された（法第６６

条，第７９条）。 
３ 結論 

   このように民事手続法の改正の流れは，手続の迅速化の観点から，通常抗告

の廃止の傾向にあり，法の各決定事項を眺めても，不服申立てを即時抗告とす

ることに特段の弊害があるとは考えられない。そこで，法においても，決定に

対する不服申立ては即時抗告に統一するべきである。 
４ 抗告期間 

各種民事手続法改正では不服申立ては即時抗告に統一されたが，抗告期間に

ついては，裁判所の終局判断に対する不服申立ては２週間以内，暫定的又は中

間的な決定に対する不服申立てには１週間以内と分けて規定する例がある。例
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えば，非訟事件手続法第６７条第１項本文は，終局決定に対する即時抗告の期

間を２週間としながら，第８１条第１項は，暫定的又は中間的な決定に対する

即時抗告の期間を１週間としている。 
しかしながら，法における決定への不服申立てを即時抗告に統一しつつ，規

定により抗告期間を区別することは，利用者に誤解や混乱を生じさせかねない。

また，これまで抗告期間が２週間とされていた行為を１週間で行うことには無

理がある。したがって，抗告期間も統一して規定するべきであり，控訴期間と

そろえて２週間とするのが妥当であると考える。 
 
第１４ その他 

１ 事務職員へのアカウント付与 
【意見】 

 法律事務所の事務職員が弁護士を補助し，もって円滑な訴訟手続を可能ならし

めるため，一定の要件の下に事務職員にアカウントを付与し，オンライン申立て

等に係る設定，操作等を行えるようにするべきである。それに伴い非弁活動を抑

止する趣旨から，不正防止のための事前の対策あるいはアカウントの不正使用に

対する厳格な制裁の導入などを検討すべきである。 
 
【理由】 

 民事裁判手続等を担う弁護士の多くは，業務を行うに際し，事務職員の補助が

不可欠であり，これが円滑な手続の進行を支えている。また，障がいを持つ弁護

士にとって事務職員による補助は必要不可欠である。現在，裁判所に提出する書

面の大半がパソコンを用いて作成され，ファクシミリ送信されることが多いが，

実際には弁護士が作成した手書きの草稿を渡され，その入力，プリント，送信作

業の全てを事務職員が担っている例すらある。したがって，もし事件管理システ

ムのアカウントが弁護士にしか付与されないのであれば，書面の事件管理システ

ムへのアップロード，ダウンロード，ウェブ会議の設定及び操作等の作業を全て

弁護士が行わざるを得なくなり，弁護士の業務を非効率なものにならしめ，ひい

ては裁判手続等の円滑な追行に支障を来しかねない。また，事務職員に操作を補

助させるために，弁護士と事務職員アカウントを共用する事態が生ずると，事故

発生時の事後検証が不能になるなどのセキュリティリスクが生ずる。 
そこで，事件管理システムのアカウントは，弁護士のみならず一定の要件の下

に事務職員にも付与し，事務職員が自らのアカウントを使って，前記作業を行え

るようにすべきである。 
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ただし，事務職員に対するアカウントの付与に際しては，不正行為を防止する

ため，事務職員の行うことができる操作を限定するほか，事務職員のアカウント

を資格者のアカウントにシステム的に紐付け，資格者のアカウントを主，事務職

員のアカウントを従とするなど，技術面から不正を防止するための対応を検討す

る必要がある。 
  それでも事務職員と称する者の非弁活動を誘発する危険性があるから，弁護士

職務基本規程第１９条に基づく指導監督をおし進めるだけでなく，非弁活動を抑

止する趣旨から，アカウントの不正使用に対しては厳格な制裁を設けることも検

討されるべきである。 
 

２ 判決の公開 
【意見】 

特定の個人をできるだけ識別不能にするために仮名処理をするなど訴訟関係者

等のプライバシーや営業秘密に配慮しつつ，原則として全ての判決を公開し，こ

れを検索して閲覧できるようなシステムを構築するべきである。 
なお，公開の基礎となる訴訟記録は，少なくとも５０年間以上保存するべきで

あり，技術が進展した将来の時点においては，保存期間を定めないことも検討さ

れるべきである。 
 
【理由】 

判決の公開は，憲法第８２条第１項の公開原則の一部をなすものであり，裁判

の公正を担保するものとして極めて重要である。他方で，判決以外の訴訟記録を

どの程度公開するかは，立法政策の問題と解されている。 
現行法の下では，判決の原本等は，事件記録等保存規程に基づき５０年保存さ

れ，何人も裁判所書記官に対し閲覧を請求することができ（法第９１条第１項），

判決文のごく一部だけが判例集に登載されるほかは裁判所などのウェブサイトに

公開されているにとどまっており，判決の公開が不十分である。 
判決は，裁判所がどのような事案においてどのような法解釈をして判断を行う

のかを知るための先例としての価値があり，これが十分に公開されていないと，

裁判の公正が担保されない上，法的予測可能性が著しく損なわれる。また，原則

として全ての判決が公開されることによって，個々の裁判官がどのような判断を

行ったのかが明らかにされれば，最高裁判所裁判官の国民審査や下級審裁判官の

再任に際しての判断材料が国民に供されるし，ひいては，判決への正当な批判，

批評が盛んになることによって，法曹全般の水準の向上にも資することが期待で
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きる。 
したがって，民事裁判手続等がＩＴ化される機会に,原則として全ての判決を公

開とし，これを検索して閲覧することができるシステムを構築すべきである。 
なお，検索・閲覧できるようなシステムによる判決の公開には，訴訟関係者等

の名誉プライバシーや営業秘密を保護するため，閲覧制限等がなされた場合の該

当部分を非公開とすることは当然として，法人ではない個人および企業等の訴訟

関係者を識別できないように仮名処理するほか，犯罪被害者を当事者とする事件

などでは，事件の発生年月日，発生場所等の具体的記載を伏せるなどの配慮をし，

公開の基準及び方法について最高裁判所規則などでガイドラインを定めることが

必要である。 
 

３ 障がい者に対する手続上の配慮 
【意見】 

障がい者がそうでない者と同等の手続保障を得るため，手続上の配慮をしなけ

ればならない旨の配慮規定を法に設けるとともに，障がいのある弁護士や障がい

のある当事者又は関係団体から意見聴取をし，これを踏まえてＩＴの活用を前提

とした法の規定の要否，内容等を検討すべきである。 
 
【理由】 

(1) 障がい者に対する手続上の配慮規定の必要性 

 現行法において，障がい者が当事者となって訴訟追行することを想定した規

定は僅かに法第１５４条第１項に限られ，また，研究会における議論に際して

も，障がいのある当事者からの意見聴取の機会は設けられず，参加者から散発

的な発言があったにとどまり，項目を設け体系的に議論されることはなかった。 
しかし，憲法第３２条，第１４条，第２１条によれば，民事裁判手続等にお

ける実質的な平等を実現するため，障がい者が差別を受けずに裁判を受け，手

続に参加する権利とその機会を保障すべきは，その充分な予算措置を含め，国

の責務である。また，障害者基本法第２９条によれば，国又は地方公共団体に

対し，障がい者が民事事件の当事者その他関係人になった場合において，障が

い者がその権利を円滑に行使できるようにするため，個々の障がい者の特性に

応じた意思疎通の手段を確保するように配慮するとともに，関係職員に対する

研修その他必要な措置を講じるべき旨規定されている。さらに，国際人権（自

由権）規約第１４条第１項が全ての者が裁判所の前に平等であると規定し，障

がい者の権利に関する条約第１３条が「障害者が他の者と平等に司法手続を効
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果的に利用することを確保する」ため，「手続上の配慮」を求めているのに，現

在，これを実現するための国内法が整備されておらず，いわば法の未整備を解

消する必要に迫られている。 
したがって，まずは法に，障がい者がそうでない者と同等の手続保障を得る

ため，手続上の配慮をしなければならない旨の規定を設けるべきである。 
(2) 具体的な施策 

障がい者の実質的平等を実現するためには，障がい者支援の具体的な施策を

講じ，ＩＴの発達に応じて検証を行い，その改善，改良を積み重ねるべきであ

る。そして，今日のＩＴの下では，例えば，書面中の文字列を読み上げたり，

音声から字幕を生成するなど音声と文字情報を相互に変換したり，文字情報を

点字ディスプレイへ表示するなど音声や文字情報から点字へ変換を行ったりす

ること，そのために提出する電子データへのテキスト情報やタグ情報を組み込

むこと，色覚障がい者も判別できる画面設計のシステムへの組み込みが可能で

ある。したがって，システム構築に当たっては，これらの機能を実装するシス

テムが開発されるべきである。（この点で，音声認識などのＩＴ業者からも意

見も聞く必要がある。） 

また，これを実行する機器の整備を充分な予算措置を含め行うべきであるし，

以上を前提に，法に配慮規定以外の規定を定めることの要否やその内容等を検

討すべきである。 
(3) 障がい者からのヒアリング 

障がい者を支援する施策を計画するに当たっては，障がい者から直接意見を

聴き，これを尊重することが有用である。そのため障害者基本法第１０条２項，

１１条第２項，障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第６条４項，

第９条第２項等には，障がい者等からの意見聴取をすべき旨の規定が設けられ

ている。そして，法の改正やこれを踏まえた具体的施策の立案に当たっても，

前記法令の趣旨を参考にして，意見聴取の機会を設けるべきである。この点で

は，特に民事裁判を手掛ける障がいのある弁護士の意見が有益と思われるから，

法制審議会において，そのような者から意見を聞く機会を設けるべきである。 
 

４ 事件管理システムの構築の進め方 
【意見】 

法改正後に導入される事件管理システムは，国民の裁判を受ける権利を実質的

に保障するために充分な性能を備えた利便性の高いものでなければならず，その

構築に当たっては，その最大の利用者である弁護士の加入団体たる当連合会の意
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見が尊重されるべきである。 
 
【理由】 
  研究会報告書では，法改正後の民事裁判手続等においては，外部からオンライ

ン接続ができる裁判所の事件管理システムを利用することが前提とされている。

しかしながら，研究会では，事件管理システムの機能・性能，安定性や危機対策

につき具体的な検討がなされてこなかった。 
情報処理システムは，設計，仕様，要求定義により挙動安定性や利便性，脆弱

性が大きく異なる。そのため，構築されたシステムいかんによっては法改正後の

制度と実際の運用とに乖離が生じ，本来期待される機能を発揮し得ず 3に訴訟遅

延を招き，当事者の裁判を受ける権利に支障を来しかねない。 
したがって，法改正に基づき採用される事件処理システムは，㋐法改正後の手

続に充分な処理能力，㋑文化や国籍，年齢，障がいの有無，使用言語等を問わず

あらゆる市民の利用を想定した，ユニバーサルデザインを基調とする利便性の高

いインターフェース，㋒システム及び通信回路の情報セキュリティ対策のすべて

を備えていること，更に㋓事業継続性確保のためのバックアップや代替手続が整

備され，㋔機能改善のため法制度及びシステムの継続的見直しが図られるように

設計・構築されること，そしてこれらを実行するのに十分な予算及び人的物的資

源が確保されていることが必要である。 
特に，研究会報告書が提案している法改正を前提とすれば，ＩＴ化された裁判

手続の各局面において，以下の要求を満たすシステム（通信環境を含む。）の設計

及び構築が不可欠である。 
① ｅ‐提出の局面では，書面による訴状・準備書面及び書証の提出と同等又は

それ以上の容易性及び確実性を有していること。具体的には，申立て・提出用

の画面表示や操作方法が利用者に理解し易く，煩瑣な入力作業が不要であるこ

と，かつ，書面アップロード機能を利用するに充分な通信速度及び処理能力が

確保されていること。 
② ｅ‐事件管理の局面では，当事者の手続上の諸権利を害さないよう，権利行

使に必要な情報をシステム画面で容易かつ明確に確認し得ること，定型的な権

                                            
3  導入失敗例として，裁判員裁判に際し導入された音声認識システムが単なる録音媒体とし

てしか機能していない点を挙げ，システム導入，特にシステム利用の義務付けには利便性の

実証が必須であると指摘する意見もあった。また，韓国においては強制されていないにもか

かわらず７７．２％が電子訴訟を選択している（２０１８年韓国最高裁司法年艦５７４頁）

ことから，システムの利便性の確保こそが制度の導入にとって不可欠と述べる意見もあっ

た。 
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利行使方法にチェックボックス等を利用するなど利用者に負担なく手続保障

の実質化が図られること。また訴訟記録が適切にバックアップされ，情報セキ

ュリティが確保されていること。 
③ ｅ‐法廷の局面では，プライバシーを保護しつつ，臨場と同等に取り扱い得

る程度の通話が可能な通信速度及び処理能力が確保されること。 
そして，事件管理システムの性能の影響を直接受けるのが国民の裁判を受ける

権利であり，これを実効化する担い手が弁護士であることに鑑みれば，国及び裁

判所は，同システムの構築にあたり，反復型開発手法の採用や開発段階における

試験的運用の実施等を通じ，最大ユーザーである弁護士の加入団体たる当連合会

の意見を最大限反映すべきである。 
 

５ 秘密保持命令の制度の創設 
【意見】 

営業秘密（不正競争防止法第２条第６項に規定する営業秘密をいう。）又は個人

の私生活上の重大な秘密であってその提出により当該個人が社会生活を営むのに

著しい不利益を生ずるおそれがあるものを対象として，当事者又は文書提出命令

若しくは文書送付嘱託に基づき文書を提出した所持者の申立てにより，裁判所が

当事者及びその訴訟代理人等に対し，当該秘密を，当該訴訟追行の目的以外の目

的で使用し，又は当該秘密にかかる命令を受けた者以外の者に開示してはならな

い旨を命じる制度を創設するべきである。 
その際，秘密保持命令の方式，送達，効力発生時期，秘密保持命令に対する即

時抗告，秘密保持命令の取消し，訴訟記録の閲覧等の請求の通知その他について，

特許法第１０５条の４ないし１０５条の６を参考に，規定の在り方を検討すべき

であるが，併せて当該訴訟と共通する事実上及び法律上の原因に基づく同種事件

において，当該秘密を当該訴訟の訴訟当事者（訴訟代理人を含む。）に開示するこ

とを許容する規定の在り方についても検討すべきである。 
 
【理由】 
(1) 秘密保持の必要性について 

訴訟記録の全面電子化が実現した場合，当事者は，いつでも事件管理システム

にアクセスし，自由に訴訟記録の閲覧及び複製（ダウンロード）ができるように

すべきであり，これにより，当事者は，訴訟記録の閲覧等が制限されている部分

についても（法第９２条第１項参照），電子データの形式で自由にダウンロードで

きるが，電子データという性質上，当該電子データがインターネットを通じて当
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事者以外の第三者に流出し，容易に拡散されるおそれが高い。実際にも，当事者

本人によって，ＳＮＳや電子掲示板等を通じて，相手方や関係当事者の私生活に

関わる事項が記載された訴訟記録がインターネット上で公開された事例が報告さ

れている。 
以上を踏まえると，閲覧等が制限された訴訟記録について，当事者に対し，正

当な理由なく第三者に開示してはならない旨の規定を設ける必要性がある。 
(2) 秘密保持命令の創設について 

当連合会は，民事訴訟を利用しやすく事案解明力のあるものとするために，２

０１２年（平成２４年）２月１６日，「文書提出命令及び当事者照会制度改正に関

する民事訴訟法改正要綱試案」を公表し，文書提出命令制度等の改正を提言する

ほか，営業秘密や個人のプライバシー保護の観点から，秘密保持命令制度の創設

を提言した。前記のとおり，訴訟記録の全面電子化によって営業秘密やプライバ

シー保護の必要性が更に高まることからも，この制度を創設するのが適当である。 
したがって，当事者が保有する営業秘密（不正競争防止法第２条第６項）又は

当事者等の私生活上の重大な秘密が準備書面又は証拠に含まれている場合につい

て，当事者等に対し，当該秘密を当該訴訟追行の目的以外の目的で使用し，又は

当該秘密にかかる秘密保持命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命

じることができる旨の規定を新設するべきである（文書提出命令制度等の改正問

題は，別途，実現に向けて検討が続けられるべきである。）。 
なお，秘密保持命令を創設する場合には，当事者の秘密に加え，文書提出命令

又は文書送付嘱託の対象となる文書の所持者の秘密も秘密保持命令の対象とする

べきである。 
また，適正手続を保障するため，秘密保持命令の方式，送達，効力発生時期，

秘密保持命令に対する即時抗告，秘密保持命令の取消し，訴訟記録の閲覧等の請

求の通知その他については，特許法第１０５条の４ないし１０５条の６を参考に，

今後，規定の在り方が検討されるべきである。 
(3) 秘密保持の範囲について 

研究会報告書は，「当事者は，秘密記載部分をみだりに開示してはならない」（第

１２の２）と定めるのみであり，当事者が禁止される行為の範囲が不明確である。

しかし，表現の自由に対する制約を課することになるから，その範囲は明確にす

るべきであって，当連合会が提言した秘密保持命令の制度のように，原則として，

当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用すること，及び当該秘密に係る秘密保持

命令を受けた者以外の者に開示することを禁じ，その範囲を明確にするべきであ

る。 
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なお，研究会報告書においては，「証人候補者に訴訟記録を示しながら，意見を

聞くなどするというニーズや，法人が当事者の事件については社内で訴訟記録を

共有して検討を行うニーズ」があるとされているところ，当連合会の提言による

限り，それらの者を秘密保持命令の対象者とすることによりその目的を達成する

ことは可能である。 
(4) 利用目的及び例外規定について 

秘密保持命令を受けた当事者は，前記のとおり，当該訴訟追行の目的以外の目

的で使用し，又は当該秘密にかかる命令を受けた者以外の者に開示してはならな

いものとすべきであるが，一切例外を認めないとすべきでない。この点，個人情

報保護法第２３条第１項では，本人の同意を得た場合に加え，法令に基づく場合，

人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であって，本人の同意を

得ることが困難であるとき等の場合について，個人情報取扱事業者が個人データ

を第三者に提供することを許容しており，秘密保持命令制度の創設でもこれらが

参考になる。 
また，例えば消費者被害事件のような多数人に共通する事実上及び法律上の原

因に基づく請求権の存在を争う同種事件では，迅速な審理，真相究明の観点から，

秘密保持命令を受けた当事者に秘密の開示を許容すべきことが想定されるので，

利用目的の拡大，例外規定や取消原因の整備などを通じて，実務に支障のない形

での制度の創設を目指すべきである。 
(5) 刑事罰の是非について 

秘密保持義務に違反した場合の刑事罰導入の是非については，１９９６年（平

成８年）の法改正の議論の際には，多数の反対論があった。 
しかし，その後，知的財産訴訟の分野で刑事罰を伴う秘密保持命令の制度が導

入された（特許法第１０５条の４，第２００条の２等）ことに加え，電子化され

た訴訟記録がインターネットを通じて一般に公開された場合には，当事者に回復

困難な損害を与えるおそれが高いなど，立法事実に変化が見られる。そして，対

象とされる秘密を私生活についての重大な秘密及び不正競争防止法上の営業秘密

に限定すれば，構成要件が曖昧になることはない。そこで，裁判の公開や表現の

自由といった諸原則に留意しつつ，秘密保持命令の創設に当たり，刑事罰導入の

是非についても改めて検討されるべきである。 
なお，刑事罰を設けるときは，現行の秘密保持命令の場合と同様に，故意犯に

限定し，かつ親告罪とするべきである。 
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